
福祉
2023. ７ シルバーカー購入費補助金交付について

　生きがいづくり及び健康の向上を図ることを目的に、高齢者の安定した歩行を補助するシルバー
カー購入費用の一部に対して補助金を交付します。

１．対象者（以下すべてに該当する方）
　（１）令和５年度で65歳以上の方
　（２）購入日に町内に住所を有する方
　（３）歩行の際に補助を必要とする方

２．対象となるシルバーカー（以下すべてに該当するもの）
　（１）車輪が４輪以上かつ荷物入れを有しているもの
　（２）歩行を助ける機能があるもの
　（３）休息するための座面があるもの
　（４）令和５年度に購入したもの

３．補助金の額
　一律5,000 円（補助金の交付は、対象者１人につき１回限りです。）

４．提出書類
　下記の書類を利根町役場福祉課に提出してください。
　（１）申請書
　（２）領収書（販売店の名称及び住所、購入者氏名、購入金額並びに購入日が確認できるもの）
　（３）購入したシルバーカーの仕様が確認できる書類
　（４）口座番号がわかるもの
＊申請書は、利根町役場福祉課の窓口にあります。また、利根町役場ホームページからもダウンロードできます。

問い合わせ先　福祉課　高齢介護係　☎ ６８－２２１１　（内線 124）

イメージです

愛の定期便事業のお知らせ
　安否確認、健康の保持および孤独感の解消を目的として、ひとり暮らし高齢者の自宅を訪問して乳製品の配布を行っ
ています。

対象者
　・町内に住所を有する65歳以上の病弱なひとり暮らし高齢者
内　容
　・隔週でヤクルト７本をヤクルトレディが本人へ直接手渡します。
　　（火曜日～土曜日の希望する曜日に配布します。日曜日・祝日・年末年始は配布しません。）
申請方法
　・民生委員を通じて申請してください。
注意事項
　・ひとり暮らし高齢者台帳への登録が必要になります。
　・不在にする場合や転居する場合、施設への入所や入院などの場合は、民生委員へ連絡してください。
　・緊急通報システムとの併用はできません。

問い合わせ先　福祉課　高齢介護係　☎ ６８－２２１１　（内線 124）
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